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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年４月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和４年１月２７日 １０時００分ごろ 

発生場所 青森県六ヶ所村尾
お

駮
ぶち

漁港北方沖 

むつ小川原港新納屋南防波堤灯台から真方位００３°５.１海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°００.７′ 東経１４１°２４.４′） 

事故の概要 漁船第十五海漁
かいりょう

丸は、定置網の撤去作業中、甲板員１人が負傷し

た。 

事故調査の経過  令和４年３月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第十五海漁丸、１９トン 

ＡＭ２―５５０６（漁船登録番号）、六ヶ所村海水漁業協同組合 

２１.５２ｍ（Lr）×４.６６ｍ×１.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７２４kＷ（動力漁船登録票による）、平成６年

１２月１５日 

 乗組員等に関する情報 船長 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１３年５月２４日 

  免許証交付日 令和２年１１月１６日 

         （令和８年５月２３日まで有効） 

甲板員Ａ ６９歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 

 

気象：天気 雪、風向 西北西、風力 ４、視程 約１００ｍ 

海象：波高 約１.０ｍ 

六ヶ所村には、１月２７日０４時２９分に大雪注意報が発表され、

本事故当時、継続中であった。 

 事故の経過 

 

 

本船は、船長、甲板員Ａほか２人が乗り組み、定置網の手網の撤去

作業を行う目的で、僚船２隻（以下「Ｂ船」、「Ｃ船」とそれぞれい

う。）と共に、令和４年１月２７日０６時３０分ごろ、尾駮漁港北方

の定置網設置場所に向け、同漁港を出港した。 
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船長は、定置網の設置場所に到着後、手網を吊
つ

り下げる手網ワイヤ

中央部付近に本船を、手網ワイヤの沖端付近にＢ船をそれぞれ係留さ

せ、Ｃ船を手網の吊り下げ索の切断作業に、本船を手網の巻き上げ作

業に当たらせた。 

甲板員Ａは、１０時００分ごろ、本船の前部甲板の右舷側に立ち、

手網を巻き上げ用ロープで束ね、ウインチの巻き上げを指示する作業

に当たっていたところ、手網を束ねた巻き上げ用ロープの輪の中に、

防寒用手袋を着用した右手親指が入っていることに気付かずにウイン

チの巻き上げを指示したので、同ロープが締まり、右手の親指が挟ま

れた。 

ウインチの操縦者は、叫び声を聞き、ウインチを停止させたので、

甲板員Ａは、巻き上げ用ロープから右手を外した。 

船長は、本事故発生の報告を受け、携帯電話で所属漁業協同組合に

本事故発生を連絡するとともに、Ｂ船で甲板員Ａを尾駮漁港に搬送さ

せた。 

甲板員Ａは、尾駮漁港に入港後、救急車及びドクターヘリにより青

森県三沢市内の病院に搬送され、右手母指挫創と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、付図２ 定置網各部

名称、付図３ 本事故発生時の状況、写真２ 巻き上げ用ロープに

よる手網の束ね方 参照） 

 その他の事項 甲板員Ａは、定置網の撤去作業の経験年数が約２年であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、尾駮漁港北方沖において定置網の手網の巻き上げ作業中、

甲板員Ａが、巻き上げ用のロープで手網を束ねた輪に右手親指が入っ

ていることに気付かず、ウインチの巻き上げを指示したことから、同

ロープが締まり、右手親指が挟まって負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、尾駮漁港北方沖において定置網の手網の巻き上

げ作業中、甲板員Ａが、巻き上げ用のロープで手網を束ねた輪に右手

親指が入っていることに気付かず、ウインチの巻き上げを指示したた

め、同ロープが締まり、右手親指が挟まったことにより発生したもの

と考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・甲板上でロープ作業の巻き上げを指示する者は、ロープの輪の中

に手足等が入っていないことを確認してからウインチの巻き上げ

を指示すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

写真１ 本船 
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付図２ 定置網各部名称 

 
（農林水産省ウェブサイトより）  

 

付図３ 本事故発生時の状況 
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写真２ 巻き上げ用ロープによる手網の束ね方 
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